
北空知衛生センター組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則 

 
  平成３１年３月１１日 

組合規則第６号 

 
 （目的） 
第１条 この規則は、北空知衛生センター組合職員給与条例（昭和４２年北空知衛生センター

組合条例第２号）の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項

を定めることを目的とする。 
 （初任給、昇格、昇給等） 
第２条 北空知衛生センター組合の職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、別に定め

があるものを除くほか、深川市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和４０年

深川市規則第３４号）の適用を受ける職員の例による。ただし、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２９２条において準用する同法第２５２条の１７の派遣職員については、派

遣をした自治体の同規則と同様の趣旨の規則等を適用することができる。 
 （補則） 
第３条 この規則により難い事情があると認められるときは、別に組合長が定めるところによ

る。 

 
附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
 


